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次世代育成支援対策推進法第８条に基づく、「市町村行動計画」

子どもの貧困対策推進に関する法律第９条に基づく、「市町村計画」

子育て支援法第６１条に基づく、「市町村子ども・子育て支援事業計画」

新・放課後子ども総合プランに基づく、「市町村行動計画」

掲載ページ

本計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく市町村子ども・子育て支援事
業計画として、おおむね１８歳未満のすべての子どもとその家族、地域などを
対象として子どもの健やかな育ちと子育て中の保護者を支援するとともに、市
民が子育てについて理解と認識を深め、家庭、教育・保育施設、学校、事業者
や行政などが相互に協力し、地域社会が一体となって子ども・子育て支援を推
進するものです。

本計画は、次世代育成支援対策推進法による「市町村行動計画」、子どもの
貧困対策の推進に関する法律による「市町村計画」として策定するとともに、
第４次京田辺市総合計画の子ども・子育てに関連する分野の部門別計画とし
て位置づけます。

◎計画策定の目的

◎計画の位置づけ

　第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画

掲載ページ Ｐ１１６～１３４

掲載ページ Ｐ１３５～１３６

◎計画期間

「子ども・子育て支援法」では、市町村は５年間を１期とした事業計画を定める
ものとしていますので、本計画は、令和２年度から令和６年度までを計画期間
とします。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

第２期 京田辺市子ども・子育て支援事業計画



第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画の体系

第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画（案）

第１章 計画の策定にあたって

1 計画策定の背景

第５章
教育・保育及び地域子ども子育て支援事業の量の見込みと確
保方策並びに放課後子ども総合プランに基づく取組

1 教育・保育提供区域の設定

2 計画策定の趣旨

3 計画の位置付け

4 計画の期間

5 計画の策定体制

第２章 子ども・子育てを取り巻く現状と課題

1 京田辺市の状況

4 計画の体系

第４章 施策の展開

1 基本理念

2 基本的な視点

3 基本目標

2 アンケート調査結果からみえる現況

3 第１期計画の進捗状況からの現状と課題

第３章 計画の基本的な考え方

（４）特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

（３）仕事と子育ての両立支援

（２）子育てに係る意識の啓発及び情報提供の充実

（１）母と子の健康づくり支援

基本目標Ⅰ
子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり
（親（保護者）の支援）

（４）子どもの虐待防止対策の充実

（３）子どもの権利擁護の推進

（２）多様な学びが実現できる居場所づくり

（１）心身を健やかに育む子育て環境の充実

基本目標Ⅱ
子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づく
り
（子どもの支援）

（２）子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

（１）地域における子育て支援の推進

（５）子どもの貧困対策

基本目標Ⅲ
子どもが安心して暮らし、育つことができる環境
づくり
（親・子どもを取り巻く環境整備）

2 各年度における教育・保育の量の見込みと確保方策

3
各年度における地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと
確保方策

4 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保

5 放課後子ども総合プランに基づく取組

　　資料編

第６章 計画の進行管理

1 施策の実施状況の点検

2 国・府などとの連携



実施事業

新規事業拡充事業 事業 小計 小計

※ 延べ 重点事業 50 実施事業 125

延べ 合計 175

重点事業
合計

22 9 10 50

第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画の事業数

125 175

第４章 施策の展開

基本目標Ⅰ 子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり 16 5 5 26 50 76

17

（２）子育てに係る意識の啓発及び情報提供の充実 3 2 0 5 12 17

（１）母と子の健康づくり支援 3 0 1 4 13

20

（４）特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実 4 1 3 8 14 22

（３）仕事と子育ての両立支援 6 2 1 9 11

50 64

（１）心身を健やかに育む子育て環境の充実 2 0 1 3 18 21

基本目標Ⅱ
子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づく
り

9 1 4 14

10

（３）子どもの権利擁護の推進 2 0 0 2 12 14

（２）多様な学びが実現できる居場所づくり 1 1 1 3 7

12

（５）子どもの貧困対策 2 0 1 3 4 7

（４）子どもの虐待防止対策の充実 2 0 1 3 9

重点事業には、令和６年度末までに達成する目標を設定してい
ます。目標に対する事業の達成度を毎年点検し、その結果を子
ども・子育て会議に報告し、今後の方向性と確保方策を示しま
す。
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21（２）子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり 3 2 1 6 15

25 35

（１）地域における子育て支援の推進 3 1 0 4 10 14

基本目標Ⅲ
子どもが安心して暮らし、育つことができる環境
づくり

6 3 1 10



１号 １号

教育希望
が強い

左記以外
教育希望
が強い

左記以外

ニーズ量の見込み ９３３人 ３９８人 ８３３人 ５７８人 ９９人 ９２０人 ３９２人 ８３４人 ５５８人 １１０人

提供量 ８６６人 ４９８人 １０１人 ９２６人 ５２０人 １０９人

過不足
（提供量－ニーズ量）

３３人 －８０人 ２人 ９２人 －３８人 －１人

１号 １号

教育希望
が強い

左記以外
教育希望
が強い

左記以外

ニーズ量の見込み ９２０人 ３９２人 ８３５人 ５５６人 １１１人 ８８２人 ３７６人 ８００人 ５５８人 １１２人

提供量 ９２６人 ５２０人 １０９人 ９７１人 ５４８人 １１５人

過不足
（提供量－ニーズ量）

９１人 －３６人 －２人 １７１人 －１０人 ３人

１号

教育希望
が強い

左記以外

ニーズ量の見込み ８６７人 ３７０人 ７８７人 ５５５人 １０９人

提供量 ９７１人 ５６７人 １１５人

過不足
（提供量－ニーズ量）

１８４人 １２人 ６人

令和５年度

３号 ２号 ３号

１，４３３人

２号

３歳以上保育が必要

３歳以上
教育希望

２号

０歳
保育が必要

１・２歳
保育が必要

０歳
保育が必要

令和２年度

３号

１２７人

１，３６４人

２号 ３号

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要

１・２歳
保育が必要

０歳
保育が必要

令和６年度
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教育・保育の量の見込みと確保方策

１０２人 １２７人

１・２歳
保育が必要

０歳
保育が必要

１，４３９人

令和４年度

１・２歳
保育が必要

令和３年度

２号 ３号

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要

１・２歳
保育が必要

１２７人 １０６人

０歳
保育が必要

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要

１，４３９人 １，３６４人

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要



令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

５８２人 ５７６人 ５７６人 ５６４人 ５５６人

８か所 ９か所 ９か所 １０か所 １０か所

５８２人 ５７６人 ５７６人 ５６４人 ５５６人

９７２人 ９８５人 ９８１人 １，００７人 １，００２人

８か所 ９か所 ９か所 ９か所 ９か所

１，１２９人 １，１６９人 １，１６９人 １，１６９人 １，１６９人

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人

６６，６７５人 ６６，３１２人 ６６，３１２人 ６６，５６６人 ６５，８４０人

８か所 ８か所 ８か所 ８か所 ８か所

６９，２６２人 ６９，２６２人 ６９，２６２人 ６９，２６２人 ６９，２６２人

２３，８６０人 ２３，５２７人 ２３，５４９人 ２２，５６３人 ２２，１８８人

１０か所 １１か所 １１か所 １１か所 １１か所

８５，２００人 ８６，６４０人 ８６，６４０人 ８６，６４０人 ８６，６４０人

５，４７７人 ５，４４７人 ５，４４７人 ５，４６９人 ５，４０９人

５か所 ５か所 ５か所 ６か所 ６か所

保育所等 １３，９２０人 １３，９２０人 １３，９２０人 １３，９２０人 １３，９２０人

ファミリー・サポー
ト・センター

６００人 ６００人 ６００人 ６００人 ６００人

１，０２５人 １，０２０人 １，０２１人 １，００７人 ９９３人

２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

２，８８０人 ２，８８０人 ２，８８０人 ２，８８０人 ２，８８０人

－ － － １か所 １か所

－ － － － －

２，９４５人 ２，９７２人 ２，９７８人 ３，０５７人 ３，０１０人

４，５１５人 ４，５１５人 ４，５１５人 ４，５１５人 ４，５１５人

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所

６２５人 ６２５人 ６２８人 ６３３人 ６１８人

５６８件 ５６８件 ５７１件 ５７５件 ５６２件

１２０件 １３０件 １４０件 １４０件 １４０件

推　　　　　　　　　計

時間外保育事業

放課後児童健全育成事業（留守家庭児
童会）

実施箇所数

提供量

妊婦に対する健康診査

子育て短期支援事業（ショートステイ事
業）

地域子育て支援拠点事業

幼稚園における一時預かり事業

保育所、ファミリー・サポート・センターな
どにおける一時預かり事業

提供量

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業など

事　　　　　　　業

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

提供量

区　　分

ニーズ量

実施箇所数

提供量

ニーズ量

病児・病後児保育事
業

病児対応型

体調不良児対応型

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ
ポート・センター）

利用者支援事業

ニーズ量

実施箇所数

提供量

ニーズ量

実施箇所数

提供量

ニーズ量

実施箇所数

提供量

ニーズ量

実施箇所数

ニーズ量

実施箇所数

ニーズ量

提供量

特定型

母子保健型
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実費徴収に係る補足給付を行う事業 引き続き実施していきます。

多様な主体が本制度に参入することを促
進するための事業

保育ニーズの増大に機動的・効率的に対応するため、民間事業者の参入を促進し、支援等を実施し
ていきます。

・現状のとおり、京都府医師会及び大阪府医師会の医療機関並びに
京都府助産師会の助産所と契約を行う
・上記以外の医療機関に対しては、引き続き助成事業を実施する
・検査項目については、現状及び国の方向性に沿って実施する

引き続き「こんにちは赤ちゃん訪問事業」を継続して実施する

必要に応じて家庭児童相談室と連携し、養育支援訪問を実施する

ニーズ量

実施箇所数

実施箇所数

実施箇所数

提供量

ニーズ量

実施箇所数

ニーズ量


